
注意喚起！岐阜県で「牛ボツリヌス症」
疑い事例が発生しました
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◎発生予防のポイント
飼養衛生管理基準を遵守し、

飼料や環境の衛生管理に努めましょう！

①野生動物の侵入や糞の混入防止
防鳥ネットやテグスを張って、カラスなどの侵入を防ぐ

②餌槽・水槽の点検と清掃をする
野生動物の糞が入る隙がないか、確認をする

③変敗した飼料を与えない
④ワクチン接種による発症予防
牛の異常を見つけた場合は、家畜保健衛生所へ連絡を

○発生場所：岐阜県羽島市 １戸 ４頭
○症 状：突然起立不能を呈し、重篤な場合は死亡

＜参考＞
「牛ボツリヌス症」とは
・ボツリヌス菌が作る神経毒素による中毒
・餌を食べなくなり、起立不能、流涎、舌を出したままにな
るなどの症状を呈する
・ボツリヌス菌はあらゆる場所に分布する嫌気性菌で、条件
が整うと増殖して毒素を産生する
・変敗したサイレージや小動物の死骸などが混入した餌を家
畜が食べることで発症する


